
 

 

 

１ 市の責務，計画の位置づけ，構成等 

(1) 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ 

ア 市の責務 

武力攻撃事態等において，「国民保護法」，「国民の保護に関する基本指針」及び「栃木

県国民保護計画」を踏まえ，「宇都宮市国民保護計画」に基づき，国民の協力を得つつ，他

の機関と連携協力し，自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し，その区域にお

いて関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 
 

イ 市国民保護計画の位置づけ 

国民保護法第 35 条の規定に基づき，市国民保護計画を作成する。 
 

(2) 市国民保護計画の構成 

 

 

 

２ 国民保護措置に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

３ 市の事務の大綱等【図１】 

 
 
 
４ 市の地理的，社会的特徴 

国民保護措置の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的，社会的特徴等 
 
 
 
５ 市国民保護計画が対象とする事態 

市国民保護計画においては，県計画に基づき，次の事態を対象とする。 

(1) 武力攻撃事態 

 

 

(2)  緊急対処事態 

 

 

 

第１章 総  論 

○着上陸侵攻  ○ゲリラや特殊部隊による攻撃  ○弾道ミサイル攻撃  ○航空攻撃 

○対象施設等による分類：危険物質を有する施設や，多数の人が集合する施設等への攻撃 

○手段による分類   ：多数の人を殺傷する物質や，手段として交通機関を用いた攻撃等 

第１章 総論   第２章 平素からの備えや予防  第３章 武力攻撃事態等への対処 

第４章 復旧等  第５章 緊急対処事態への対処 

○地形  ○気候   ○人口の状況      ○道路の位置等    ○鉄道の位置等 

○自衛隊施設     ○大規模集客施設    ○その他（配水施設等） 

宇都宮市国民保護計画の概要 

○基本的人権の尊重      ○国民の権利利益の迅速な救済  

○国民に対する情報提供    ○関係機関相互の連携協力の確保 ○ 国民の協力 

○高齢者，障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 
○指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重  

○国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

○国民保護計画の作成   ○国民保護協議会の設置・運営  ○対策本部の設置・運営 
○組織の整備・訓練    ○国民保護措置の実施等 



 

 

 

１ 組織・体制の整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 避難，救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

 

 

 

 

 

３ 物資及び資材の備蓄，整備 

 

 
 

４ 国民保護に関する啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市の初動体制【図２】 

 

 

 

 

 

２ 市対策本部の設置等 

 

 

 

 

第２章 平素からの備えや予防 

○市における組織・体制の整備（市危機管理計画との整合性の確保等） 

○関係機関との連携体制の整備等 

・防災のための連携体制の活用  

・関係機関の計画との整合性の確保 

・自主防災会間の連携や防災市民ネットワークを活用した地域内連携の支援 

○通信の確保    ○情報収集・提供等の体制整備    ○研修及び訓練 

○避難に関する基本的事項（迅速に避難住民の誘導を行えるような基礎的資料の準備等） 

○避難実施要領のパターン作成    ○運送事業者の輸送力及び輸送施設の把握等  

○避難施設の指定への協力      ○生活関連等施設の把握等 

第３章 武力攻撃事態等への対処 

○市における備蓄（防災のための備蓄を兼ねる） ○市が管理する施設や設備の整備及び点検

○国民保護措置に関する啓発（広報紙，パンフレット，テレビ，インターネット等の活用及び

自主防災組織への普及・啓発）   

○武力攻撃事態等において住民がとるべき行動に関する啓発 

○事態認定前の市の体制（市危機管理計画に基づく市の初動体制を整備する。） 
○事態認定後から市対策本部設置までの市の体制 
○武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応等 

○市対策本部の設置手順     ○市対策本部を設置すべき市の指定の要請 
○市対策本部の組織及び運営   ○市対策本部長の権限   ○通信の確保等 



 

３ 関係機関相互の連携 

 
 
 
 
４ 警報及び避難の指示等 

(1) 警報の伝達等【図３】 

警報の内容の伝達等（他市町からの通勤・通学者への配慮） 
 

(2) 避難住民の誘導等【図４】 

ア 避難実施要領の策定 

 

 

 

 

イ 避難住民の誘導 

 

 

 

 

５ 救援【図５】 

 

 

 
 

６ 安否情報の収集・提供 

 

 

 

７ 武力攻撃災害への対処【図６】 

(1) 武力攻撃災害への対処 

 

 

(2) 応急措置等 

 

 

(3) 生活関連等施設における災害への対処等 

 

 

(4) ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

 

 

 

○市長による避難住民の誘導    ○消防機関の活動       ○関係機関との連携 

○自主防災会等への協力要請    ○高齢者，障害者等への配慮等 

○国，県，指定公共機関その他関係機関との連携・協力   ○他市に対する応援 
○ボランティア団体等に対する支援            ○住民への協力要請等 

○避難実施要領の策定の際の考慮事項（事態の状況の把握，避難住民の概数把握等） 

○市にある２つの自衛隊駐屯地と道路等の利用ニーズが競合する場合の調整 

○避難実施要領の内容の伝達等 

○委任があったときの救援の実施  ○知事が実施する救援の補助 

○関係機関との連携        ○救援の基準等 

○安否情報の収集   ○県に対する報告   ○照会に対する回答（個人情報への配慮等）

○関係機関との連携  ○職員の安全確保   ○知事への通知等 

○退避の指示   ○警戒区域の設定   ○応急公用負担   ○消防に関する措置等 

○生活関連等施設の安全の確保   ○危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除 

○ＮＢＣ攻撃による災害への対処（Ｎ：核兵器等，Ｂ：生物兵器，Ｃ：化学兵器） 

○武力攻撃原子力災害への対処（状況に応じ市地域防災計画に準じた対処を行う。） 



 

８ 被災情報の収集及び報告 

情報の収集に当たっては県警察との連携を密にし，栃木県火災・災害等即報要領により，県及

び消防庁に適宜報告する。 

 

９ 保健衛生の確保その他の措置 

市地域防災計画に準じ，防疫活動や保健衛生活動等並び廃棄物処理対策を実施する。 

 

10 国民生活の安定に関する措置 
 

 
 
 
 
11 特殊標章等の交付及び管理 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 応急の復旧 

 

 

２ 武力攻撃災害の復旧 

 

 

 

３ 国民保護措置に要した費用の支弁等 

 

 

 

 

 

 

 

緊急対処事態への対処は，原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 

 

 

第４章 復 旧 等 

第５章 緊急対処事態への対処 

○生活関連物資等の価格安定   ○避難住民の生活安定等   ○公的徴収金の減免 

○生活基盤の確保（水の安定的な供給等）      

○特殊標章等の交付及び管理   ○特殊標章等に係る普及啓発等 

○市が管理する施設等の緊急点検  ○通信機器の応急復旧  ○県に対する支援要請等 

○国が示す方針に従って県と連携して実施  

○被災の状況，周辺地域の状況を勘案した迅速な復旧 

○国民保護措置に要した費用の支弁，国への負担金の請求   ○損失補償及び損害補償 



【対策本部設置前の初動体制】 

※宇都宮市危機管理計画に基づく体制 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定公共機関 ・放送事業者による警報等の放送     ・日本赤十字社による救援への協力 

指定地方公共機関 ・運送事業者による住民・物資の輸送   ・電気，ガス等の安定的な供給 

国（対策本部） 

 
・警報の発令 

 

 

 

・避難措置の指示 

(要避難地域，避難先地域等) 

 

 

 

 

 

 

・救援の指示 

 

 

 

 

 

 

・武力攻撃災害への対処の指示 

(消防庁長官による消防に関する指示) 

 

・大規模又は特殊な武力攻撃災害 

(ＮＢＣ攻撃等)への対処 

 

・生活関連等施設の安全確保 

 

・国民生活の安定 

 

 

 
 
・対策本部における 

総合調整 

県（対策本部） 

 

・警報の市町への通知 

 

 

 

・避難の指示 

(避難経路，交通手段等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・救援 

 

 

 

 

・武力攻撃災害の防御 

 

・応急措置の実施 

警戒区域の設定・退避の指示 

 

・緊急通報の発令 

 

 

 

 

 

 
 
・対策本部における 

総合調整 

市（対策本部） 

 

・警報の伝達 

(サイレン等を使用) 

 

 

・避難の指示の伝達 

 

・避難住民の誘導 

（避難実施要領の策定）

 

 

 

 

 

・救援に協力 

 

 

 

 

 

・消防 

 

・応急措置の実施 

警戒区域の設定・退避の指示

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・対策本部における 

総合調整 

住 
 
 

民
（
協 

 

力
） 

※防災行政無線，公共ネットワーク，衛星通信等を活用するとともに，情報伝達システムの改善に向けた検討，整備に努める

 

消防等を指揮，警察・
自衛隊等に誘導を要請

是 正 

 ・食品，生活必需 
品等の給与 

・収容施設の供与 

・医療の提供 等 
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総合調整 

総合調整の要請 

措置の実施要請 

国，地方公共団体，指定公共機関等が相互に連携 

図１ 国民保護措置の仕組 図２ 市の初動体制 

（事態の認定）

総合調整の要請 

 
総合調整 
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指示 
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各課対応 
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必要に応じ指示・助言

措置の実施要請 

【対策本部設置後の体制】 

※宇都宮市国民保護計画に基づく体制（市国民保護対策本部） 

【本部連絡員】

【本部会議】 

 
副本部長 

(助役，収入役)

本部員（部長） 

各部長 
上下水道事業管理者
消防長，教育長 

次  長 
(各部次長) 
 
 
各  班 

(各部，消防，上下水道局，
教育委員会事務局，出納室
の各課等) 

本 部 長 

(市 長) 

対策本部を設置す

る市の指定の通知 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知   事 

図３ 警報の伝達 

国対策本部長 

市   長 放送事業者 

住    民 

警報の発令 
○ 武力攻撃事態等の現状及び予測 
○ 武力攻撃が迫り，又は発生したと認められる地域 
○ 住民に対し周知させるべき事項 

警報の通知 

警報の伝達 

○ 広報車によるサイレンの吹聴 
○ 消防による巡回等による伝達 
○ 消防団による自主防災会等の協力を得た伝達 

テレビ，ラジオ

による放送 

避難住民の誘導 

○ 市長による避難住民の誘導 
○ 消防機関の活動 
○ 関係機関との連携 
○ 自主防災会等への協力要請 
○ 誘導時の食品給与，情報提供 
○ 高齢者等への配慮 
○ 残留者等への対応 
○ 避難所等における安全確保等 

避難の指示の伝達 

避難実施要領の作成 

国対策本部長 

知   事 

市   長 

住    民 

図４ 避難の指示から誘導 

避難措置の指示 

○ 要避難地域  ○ 避難先地域 

○ 関係機関が講ずべき措置の内容 

避難の指示 

○ 国の避難措置の内容 

○ 知事の指示する事項（避難の経路，交通手段） 

テレビ，ラジオ

による放送 

放送事業者

救援の指示 

住     民 

国対策本部長 

知    事 

救援の実施 

（内容） 

 ○ 収容施設の供与 

 ○ 食品，飲料水，生活必需品等 

の給与又は貸与 

○ 医療の提供 

○ 被災者の捜索及び救出 

○ 電話その他の通信設備の提供 

○ 学用品の給与 など 

医
療
関
係
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図５ 救  援 

国・県・市が協力して対処 

 

生活関連等施設（ダム，鉄道施設など）の安全の確保，警

備の強化，立入制限など 

危険物，毒物，劇物，高圧ガスなどの取扱所での製造等の

禁止，制限など 

警戒区域の設定，区域内の立入制限，立入禁止，退去命令 

消火，救急，救助活動 

図６ 武力攻撃災害への対処 


